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■住宅耐震改修に係る固定資産税
の減額制度について
○昭和57年１月１日以前に建築され

た住宅について、平成18年１月１日

から平成27年12月31日までの間に、

現行の耐震基準に適合させる耐震改

修工事（改修に係る費用が30万円以

上のもの）を行った場合、床面積120

㎡までの部分の固定資産税額が一定

期間２分の１に減額されます。

○減額を受けるには、改修工事が完

了した日から３カ月以内に必要書類

とともに申告が必要となりますの

で、改修工事をされた方または予定

されている方は、区固定資産税課ま

でご相談ください。 区固定資産税

課家屋担当（☎592-3165）

■福祉医療費受給者証（子ども医療
を除く）の更新を行います
○前年の所得などをもとに８月から

の受給資格の判定を行い、受給資格

のある方には７月末に新しい受給者

証を、資格喪失の方には資格喪失通

知書を送付します(判定に所得証明

などの書類の提出が必要な場合があ

ります。母子家庭等医療については

現況届の提出が必要です)。

○更新の際に所得超過などにより資

格喪失となった方でも、所得の修正

や世帯構成に変更があった場合、対

象となることがありますので、再度

申請をしてください。

○前年の所得により判定を行うた

め、前回、資格喪失となった方でも

対象となることがありますので、そ

の場合は８月に申請をしてください

(重度障害老人健康管理費は、７月

中に申請してください)。 母子家

庭等医療・重度心身障害者医療・老

人医療/区福祉介護課福祉担当(☎

592-3218)、重度障害老人健康管理

費/区保険年金課（☎592-3109）

■平成24年度介護保険料通知書送
付のお知らせ
平成24年度の市民税が決定されま

したので、平成24年度介護保険料の

確定通知書を７月下旬までにお送り

します。

○通知書の対象者は、京都市介護保

険事業の第１号被保険者（65歳以上）
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の方です。

○京都市在住で、年額18万円以上の

老齢・退職・障害・遺族年金を受給

しておられる方は、年金からの引き

落とし（特別徴収）になります（年度

途中で65歳になられた方、市内に転

入された方などを除く）。

○年金からの引き落とし以外の方

は、通知書につづられている納付書

でお納めください（既に口座振替を

利用されている方には通知書のみで

納付書は添付されていません）。

なお、便利な口座振替もできます。

ご希望の方は、預貯金口座をお持

ちの金融機関またはゆうちょ銀行（郵

便局）にお申し込みください。 区福

祉介護課介護保険担当（☎592-3290）

■新しい高齢受給者証をお送りします
京都市国民健康保険に加入されて

いる70～74歳の方（昭和12年８月２

日～昭和17年７月１日生まれ）がお

持ちの高齢受給者証は、７月31日で

有効期限が切れますので、７月中に

新しい受給者証をお送りします。古

い受給者証は、区保険年金課までお

返しいただくか、細かく刻んで処分

してください。 区保険年金課資格

担当（☎592-3105）

■高齢受給者証の負担割合が３割の方へ
負担割合が３割の方のうち、世帯

の収入が次の条件アまたはイに当て

はまる方は、申請により負担割合が１

割となります。申請が認定された場

合、申請月の翌月から適用されます。

ア　70～74歳の国保加入者が１人

（本人のみ）の場合は383万円未満（70

～74歳の国保加入者が２人以上の場

合は収入の合計額が520万円未満）。

イ　次の両方に当てはまる場合

○70～74歳の国保加入者が１人（本

人のみ）で、かつ国保から後期高齢

者医療に移った方がいる。

○本人の収入と国保から後期高齢者

医療に移った方の収入の合計が520

万円未満。 区保険年金課資格担当

（☎592-3105）

■後期高齢者医療保険料のお知らせ
平成24年度の保険料額が決定しま

したので、後期高齢者医療保険料の

お知らせを７月中旬にお送りします。

ア　４月から特別徴収（年金からの

引き落とし）されている方

平成24年度の保険料額と、平成24

年10、12月及び平成25年２月に特別

徴収する保険料額をお知らせします。

イ　ア以外の方（７月以降に保険料

を納付いただく方）

平成24年度の保険料額と７月以降

の納付方法をお知らせします。

○７月～平成25年３月が普通徴収

（納付書による金融機関での納付ま

たは口座振替）。

○７～９月は普通徴収、10月以降は

特別徴収。

○４月、６月、８月は特別徴収、10月

以降普通徴収となる場合があります。

区保険年金課資格担当（☎592-3105）

６月13日（水）、ひと・まち交流

館京都で、平成24年京都市市民憲

章推進者表彰式典が行われました。

市民憲章（昭和31年５月３日制

定）を率先して実行され、毎年の

推進テーマと実践目標に基づいて

推進活動を行い、特に市民の規範

と認められる方々を、毎年表彰し

ています。

今回、山科区からは個人10名、

４団体が門川市長から表彰を受け

られました。　

個人
●福祉活動
大槻　弘昭さん（勧修学区）

大野木　政一さん（小野学区）

夏休みには花火をする機会も多

くなります。花火はきれいで楽し

いもの。でもルールを守らないと

非常に危険なものでもあります。 

決められたルールを必ず守って

楽しく遊びましょう。

●花火をする前に
・ 水が入ったバケツなど、消火の

準備をしましょう。

・ 風の強いときは、火の粉が飛ぶ

のでやめましょう。

・ 周りに燃えやすいものがない広

い場所でしましょう。

・ 注意書きを必ず読んで、正しい

方法でしましょう。

～合言葉は「エコサマー」。保護者

１人につき小学生２人までのバス運賃

が無料になります！～

●期間／７月21日（土）～８月31日（金）
●対象／市バス・京阪バス・京都バス・京阪京都交通・阪急バス・近鉄バス（京
都市内の路線に限り対象。ただし、市内一部で対象外の路線あり）

降車の際に運転士に「エコサマー」と告げた上で、大人運賃のみお支払

ください（回数券・定期券なども使用可）。

市交通局ホームページ（http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/）でも紹介。

●問合せ先／交通局営業推進課（☎863-5065）

正確な計量が行われ、公正な取

引が確保されるよう、取引・証明

に使用される質量計（はかり）は、

２年に１回、定期検査を受けなけ

ればなりません。

右記の日程でひょう量500kg以下

の質量計の検査を京都府計量協会

が行いますので受検してください。

●問合せ先／
　京都府計量協会（☎366-3935）

日　時 場　所
８月１日（水）

午前10時～
午後2時30分

山階小学校

８月２日（木） 山階南小学校

８月３日（金） 勧修小学校

８月６日（月） 安朱小学校

８月７日（火） 百々小学校

８月９日（木） 鏡山小学校

８月10日（金） 大宅小学校

８月20日（月） 音羽小学校

（家庭用のヘルスメーター、キッチンスケール
などは対象外です。）

●美化活動　　　　　　　　　　
赤水　三雄さん（音羽学区）

平　末雄さん（大宅学区）

●安心・安全なまちづくり活動　
廣口　康夫さん（勧修学区）
馬場　勲さん（鏡山学区）

小谷　明夫さん（音羽学区）

福山　勝彦さん（大宅学区）

●自治活動　　　　　　　　　　
　井　元春さん（西野学区）

●芸術文化活動
鎌谷　俊江さん（山階南学区）

団体
●美化活動
山階南団地　和の会（山階学区）

京都市立安朱小学校PTA（安朱学区）

●環境保全活動
山階ごみ減量推進会議（山階学区）

●安心・安全なまちづくり活動
音羽学区子供・地域安全見守り

隊（音羽学区）

（順不同）

●問合せ先／
区まちづくり推進担当（☎592-3088）

●花火をするときは
・必ず大人と一緒にしましょう。

・ 一本ずつローソクか線香で、火

をつけましょう。

・ 人や物に花火を向けてはいけま

せん。

・ 途中で火が消えても、覗きこん

だりしてはいけません。

●花火をしたあとは
・ 遊び終わった花火は、必ずバケツの

水につけて確実に消火しましょう。

・ 遊び終えた花火は、必ず持ち帰

りましょう。

●問合せ先／
　山科消防署（☎592-9755）

７月31日は、固定資産税第２期
の納期限です。
○納期限を過ぎると、延滞金が掛

かることがあります。

○市税の納付には、便利で確実な

口座振替をご利用ください。

課税内容/土地家屋…区固定資

産税課（☎592-3164）、償却資産…

市資産税課（☎213-5214）、納付相

談/土地家屋…区納税課（☎592-

3310）、償却資産…市納税推進課

（☎213-5468）、口座振替…市納税

推進課（☎213-5466）

「こころの病」を抱えながら地域

で暮らす仲間たちと「山科こころの

健康を考える会」がお贈りする大人

も子どもも楽しめるイベントです。

●内容／おばけ屋敷・京炎そでふ
れ・もてなすくんがやってくる！

～一緒に写真を撮ろう＆お願いご

とふれあいコーナー・山科区内の

福祉施設制作オリジナル製品販売・

クイズ＆スタンプラリーで景品プ

レゼント・缶バッジ作りコーナー

※イベントによっては、当日整理

券が必要です。

※景品は数に限りがあります。な

くなり次第終了となります。

●日時／
平成24年８月１日（水） 14：00～16：00

●場所／
アスニー山科（ラクト山科Ｃ棟２階）

●入場／無料
●主催／
山科こころの健康を考える会

●問合せ先／区保健センター母子・
精神保健担当（☎592-3479）

山科こころのふれあい夏まつり第13回

本年度は、同志社大学法学部政治学科から西澤由隆教授を招き「選挙の

不思議～選挙を身近に感じるヒント～」というテーマで講演を行います。

●日時／７月31日（火）10:30～　●場所／区大会議室　
●申込／不要　●問合せ先／区選挙管理委員会（☎592-3066）

山科区政治・文化セミナー

「市民力」、「地域力」で切り拓こう　未来の京都
～いつまでも「京都に住んでいて良かったね。」と言えるまちを目指して～

京都市市民憲章推進者表彰

花火遊びを楽しく安全に

山科区質量計（はかり）定期検査

～ごみのない美しいまちに～

市政情報総合案内コールセンター

京都いつでもコール
受付時間　午前８時～午後９時（年中無休）
☎661-3755、FAX 661-5855

電子メール（以下のホームページから）
パソコン  http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話  http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

６月３日（日）、山科区自治連合会連絡協議会

主催の「山科区２万人まち美化作戦」が区内全

域で実施されました。

●問合せ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

７月12日（木）～
７月18日（水）まで

夏の文化財防火運動について
「みんなで文化財を火災から守ろう」スローガン

eco（エコ）サマー
（音羽川小学校→）

■国民年金の障害基礎年金の所得
状況届などは7月末までに提出して
ください
　国民年金の障害基礎年金（年金コー

ド2650または6350）を受給されている

方は、７月末日までに所得状況届を

提出してください（本年１月２日以降

に京都市外から転入された方は、前

住所地の所得証明書が必要です）。所

得状況届等の提出がないと、年金の

支払いが差し止められる場合がありま

すのでご注意ください。 区保険年金

課保険給付・年金担当（☎592-3109）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■無料法律相談
毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15

～15:15。 区第２会議室。 15名。

当日８:30から整理券配布。先着

順。 区まちづくり推進担当（☎

592-3088）

■無料行政相談
８月９日（木)13:30～16:00。 区

第２会議室。 区まちづくり推進担

当（☎592-3088）

５月25日、メルパルク京都(下

京区)で行われた「京都行政相談

委員全体会議」において、山科

区の行政相談委員鹿田治男氏が

総務省近畿管区行政評価局長表

彰を受けられました。行政に関

する多くの方の要望や相談に丁

寧に応対され、その功績が認め

られました。無料行政相談は、

毎月第２木曜日の13:30～16:00

山科区役所にて開催しています。

お気軽にご利用ください。

京都行政評価事務所（☎211-1100）

行政相談委員としての功績が
認められました

■行政書士の市民困りごと相談会
８月21日（火)14:00～16:00。 無料。

区第２会議室。 京都府行政書士

会第６支部事務局（☎583-3230）

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■山科図書館（☎581-0503）
※開館時間/10:00～19:30（土･日･祝

は～17:00）。休館日/火曜日(祝日の

場合は翌平日)と第２･４水曜日。

60周年記念事業
○山科を知ろう
８月４日(土)11:00～

「山科の歴史っておもしろいなぁ」

（児童向け）

○お楽しみ会　 ７月28日（土）11:00～

○よんでよんで赤ちゃんの会
８月６日（月）11:00～

○ベビーマッサージ
９月３日（月）11:00～

（８月１日（水）から申し込み受付。

先着20名）

○テーマ図書の展示と貸し出し
８月は一般書「平和」･えほん「へいわ」

○絵の展示（幼児コーナー）
８・９月はアヴェマリア幼稚園児の作品。

「山科区2万人まち美化作戦」

■移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）
７月23日（月）
10:00～10:50　 西野山分譲集会所前

11:10～11:40　 山階南小

13:00～13:40　 陵ヶ岡小

７月25日（水）　
10:00～10:40　 大塚小

11:00～11:40　 大宅小

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■夏野菜でクッキング
夏野菜の講話と調理実習を行いま
す　 ７月25日（水）10:00～12:30。

区栄養室。 区内在住者。 24名

（先着順）。 500円（調理材料費）。

エプロン・三角巾・手ふきタオル。

７月18日（水）から電話。 区保健

センター成人保健・医療担当（☎

592-3477）

■わんぱくクッキング
５～６歳児を対象にした食材学
習、クッキングを行います
８月８日（水）、17日（金）両日とも

に10:00～12:30（両日とも同じ内容。

いずれか一方の日程でお申し込みく

ださい）。 区栄養室。 区内在住

の５～６歳児（平成18年４月～平成

19年３月生まれ）とその保護者。

各回とも10組20名（先着順）。 １組

1,000円。 エプロン・三角巾・手ふ

きタオル・子ども用の上履き・箸。
７月23日（月）から電話（窓口受付も

可）。 区保健センター成人保健・

医療担当（☎592-3477）

■山科青少年活動センター　　
（☎593-4911、FAX593-4916） 　    
E-mail: yamashina＠ys-kyoto.org     
URL: http://www.ys-kyoto.org/yamashina/
○中３勉強会サポーター募集！
区内の生活保護世帯の中学３年生

の受験勉強をサポート。

大学生・大学院生。 毎週金曜日

17:00～19:30。 １回当たり交通費

最大440円まで支給。

○自習室あります！
勉強したり、読書ができます。

センター開館時間中。 無料。

○レンアイリョク向上プログラム
恋愛から派生するさまざまな問題

を、専門相談員に気軽に相談できま

す。 ７月21日（土）、８月４日（土）、

８月18日（土）の17:00～19:30。 無料。

○「やませいまつり（11月開催）」ボラ
ンティアスタッフ募集
７月下旬からミーティングを開

始。以降随時。 無料。

全事業とも 当センター。 市内在

住または通学・通勤している中学生

～30歳の青少年。 電話か来館（竹

鼻四丁野町42）。

相　談

イベント・講座

募　集

案　内

申請・手続き

■献血
７月26日（木） 10:00～11:30と12:30

～16:00。 山科駅前広場東側。 区

保健センター管理担当(☎592-3474)

保護者１人に
つき小学生
２人までの
運賃が無料！

エコサマー

５月26日(土)、府警本部と府交

通安全協会の主催により自転車の

正しい乗り方を競う「交通安全子

供自転車京都府大会」が亀岡市運

動公園体育館で開催されました。

京都市など府内９小学校から11

チームが参加し、児童たちは４人

一組になり、実技と学科テストの

合計得点で順位を競いました。

地域・PTAや山科警察署のサポー

トのおかげもあり、山階南小学校

Ａチームが準優勝に輝かれました。

交通安全子供自転車京都府大会で準優勝

夏の交通事故防止市民運動を実施します
歩行者に　気遣う心で　事故はなしスローガン

子どもと高齢者の交通事故防止　自転車の安全な利用の促進
悪質・危険運転の追放　
シートベルト・チャイルドシートの正しい着用・使用の徹底

運動重点

7月21日（土）
〜

8月20日（月）


